
＜個室ご利用の場合＞

＜加算内容＞
①生産性向上推進
体制加Ⅱ 12円
②協力医療機関連
携加算Ⅰ61円
＋⑧個別機能訓練
加算Ⅱ　25円

+ 日単位計(1) 月単位計(2)

要介護度1 ¥812 ¥3,863 ¥115,988

要介護度2 ¥897 ¥3,948 ¥118,538

要介護度3 ¥986 ¥4,037 ¥121,208

要介護度4 ¥1,072 ¥4,123 ¥123,788

要介護度5 ¥1,156 ¥4,207 ¥126,308

要介護度1 ¥1,622 ¥4,673 ¥140,385

要介護度2 ¥1,792 ¥4,843 ¥145,485

要介護度3 ¥1,970 ¥5,021 ¥150,825

要介護度4 ¥2,141 ¥5,192 ¥155,955

要介護度5 ¥2,309 ¥5,360 ¥160,995

要介護度1 ¥2,431 ¥5,482 ¥164,753

要介護度2 ¥2,687 ¥5,738 ¥172,433

要介護度3 ¥2,954 ¥6,005 ¥180,443

要介護度4 ¥3,210 ¥6,261 ¥188,123

要介護度5 ¥3,463 ¥6,514 ¥195,713

要介護度1 ¥812 ¥98 ¥1,360 ¥880 ¥3,052 ¥91,658

要介護度2 ¥897 ¥3,137 ¥94,208

要介護度3 ¥986 ¥3,226 ¥96,878

要介護度4 ¥1,072 ¥3,312 ¥99,458

要介護度5 ¥1,156 ¥3,396 ¥101,978

要介護度1 ¥812 ¥98 ¥650 ¥880 ¥2,342 ¥70,358

要介護度2 ¥897 ¥2,427 ¥72,908

要介護度3 ¥986 ¥2,516 ¥75,578

要介護度4 ¥1,072 ¥2,602 ¥78,158

要介護度5 ¥1,156 ¥2,686 ¥80,678

要介護度1 ¥812 ¥98 ¥390 ¥480 ¥1,682 ¥50,558

要介護度2 ¥897 ¥1,767 ¥53,108

要介護度3 ¥986 ¥1,856 ¥55,778

要介護度4 ¥1,072 ¥1,942 ¥58,358

要介護度5 ¥1,156 ¥2,026 ¥60,878

要介護度1 ¥812 ¥98 ¥300 ¥380 ¥1,492 ¥44,858

要介護度2 ¥897 ¥1,577 ¥47,408

要介護度3 ¥986 ¥1,666 ¥50,078

要介護度4 ¥1,072 ¥1,752 ¥52,658

要介護度5 ¥1,156 ¥1,836 ¥55,178
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特別養護老人ホーム宝塚シニアコミュニティ 介護老人福祉施設利用料金表

令和7年4月1日以降

居住費
(4)

基本単価 加算(日)

減
免
有
無

負
担
割
合

要介護度

法定受領分 実費徴収分

(5)1日合計
(1)+(3)+(4)

30日分
(4)×30+(2)

＜加算内容＞
（①基本単価＋②看護体制加算Ⅰ２＋③看護体制
加算Ⅱ２＋④夜勤職員配置加算Ⅰロ＋⑤精神科医
療養指導加算＋⑥サービス提供体制強化加算Ⅰイ
＋⑦栄養マネジメント強化加算＋⑧個別機能訓練
加算Ⅰ
*金額②6③10④16⑤7⑥27⑦14⑧15

食費
(3)

①
減
免
な
し

1
割
負
担

¥717

¥95 ¥98 ¥1,820+

+

+

¥1,231

¥802

¥891

¥977

¥1,061

2
割
負
担

¥1,434

¥188 ¥195 ¥1,820 ¥1,231

¥1,604

¥1,782

¥1,953

¥2,121

3
割
負
担

¥2,150

¥281 ¥293 ¥1,820 ¥1,231

¥2,406

¥2,673

¥2,929

¥3,182
②
第
3
段
階

(

2

)

1
割
負
担

¥717

¥95

¥802
市民税非課税世帯で、年間収入
（合計所得金額＋課税年金収入＋
非課税年金収入）が120万円 超過
の方

¥891

¥977

¥1,061
③
第
3
段
階
（

1
）

¥717

¥95

¥802
市民税非課税世帯で、年間収入
（合計所得金額＋課税年金収入＋
非課税年金収入）が80万円 超過
120万円 以下の方

¥891

¥891

¥977

¥1,061

④
第
2
段
階

¥717

¥95

¥802

介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、食費・居住費の減免が適用されます。

市民税非課税世帯で、年間収入
（合計所得金額＋課税年金収入＋
非課税年金収入）が80万円 以下の
方

¥891

¥977

¥1,061

⑤
第
1
段
階

¥717

¥95

¥802
市民税非課税世帯で、老齢福祉年
金を受給している方・生活保護を
受給している方

社会福祉法人減免証をお持ちの方は、減免が適用されます。

上記の加算は当施設で算定している主な加算になります。利用者様によっては算定しない加算もあります。

上記以外の加算も算定する場合があります。（該当するサービス内容のみ）

生活保護受給者は1割負担金・食事料金は公費により負担される場合があります。

端数処理の関係上、実際の金額とは若干異なる場合があります。

¥977

¥1,061

上記料金は処遇改善加算(Ⅰ)が算定されています。

端数処理の関係上、実際の金額とは若干異なる場合があります。


